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１ 令和６年度基準改正事項（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る主な基準の改正事項を掲載します。各サービス

に共通する改正事項については別添の「共通説明資料」をご確認ください。 

 

(1)  総合マネジメント体制強化加算の見直し  
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(2) 訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し  
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(3) 訪問系サービスにおける認知症専門ケア加算の見直し  

 
  補足 

認知症高齢者の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書を用

いて、居宅サービス計画又は各サービスの計画に記載することとする。なお、複数の判定結果

がある場合には、最も新しい判定を用いる。 

医師の判定が無い場合は、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入し

た同通知中「２(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」７の

「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。 

これらについて、介護支援専門員はサービス担当者会議などを通じて、認知症高齢者の日常

生活自立度も含めて情報を共有することとなる。 

【介護報酬改定に関する Q&A（Vol.1）問 18参考】 
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(4) 訪問系サービス及び短期入所系サービスにおける口腔管理に係る連携の強化  

 

  補足口腔連携強化加算について 

 ① 口腔連携強化加算の算定に係る口腔の健康状態の評価は、利用者に対する適切な口腔管
理につなげる観点から、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われるこ
とに留意すること。 

 ② 口腔の健康状態の評価の実施に当たっては、必要に応じて、厚生労働大臣が定める基準
における歯科医療機関（以下「連携歯科医療機関」という。）の歯科医師又は歯科医師の
指示を受けた歯科衛生士に口腔の健康状態の評価の方法や在宅歯科医療の提供等につい
て相談すること。なお、連携歯科医療機関は複数でも差し支えない。 

 ③ 口腔の健康状態の評価をそれぞれの利用者について行い、評価した情報を歯科医療機関
及び当該利用者を担当する介護支援専門員に対し、「口腔連携強化加算に係る口腔の健康
状態の評価及び情報提供書」等により提供すること。 

 ④ 歯科医療機関への情報提供に当たっては、利用者又は家族等の意向及び当該利用者を担
当する介護支援専門員の意見等を踏まえ、連携歯科医療機関・かかりつけ歯科医等のいず
れか又は両方に情報提供を行うこと。 

 ⑤ 口腔の健康状態の評価は、それぞれ次に掲げる確認を行うこと。ただし、ト及びチにつ
いては、利用者の状態に応じて確認可能な場合に限って評価を行うこと。 

  イ.開口の状態 ロ.歯の汚れの有無 ハ.舌の汚れの有無 ニ.歯肉の腫れ、出血の有無 
ホ.左右両方の奥歯のかみ合わせの状態 ヘ.むせの有無 ト.ぶくぶくうがいの状態 
チ.食物のため込み、残留の有無 

 ⑥ 口腔の健康状態の評価を行うに当たっては、別途通知（「リハビリテーション・個別機
能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」）及び「入院（所）中及び在宅等に
おける療養中の患者に対する口腔の健康状態の確認に関する基本的な考え方」（令和６年
3 月日本歯科医学会）等を参考にすること。 

 ⑦ 口腔の健康状態によっては、主治医の対応を要する場合もあることから、必要に応じて
介護支援専門員を通じて主治医にも情報提供等の適切な措置を講ずること。 

 ⑧ 口腔連携強化加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議等を活用し決定
することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく口腔の健康状態の評価を継続
的に実施すること。【留意事項通知抜粋】 
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(5) 訪問看護等における 24 時間対応体制の充実  
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(6) 退院時共同指導の指導内容の提供方法の柔軟化  

 
 

 

 

  

補足 

・ 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、電話による伝達ではなく、履歴

が残る電子メール等の電磁的方法により指導内容を提供することが想定される。 

【介護報酬改定に関する Q&A（Vol.1）問 48参考】 

・ 退院時共同指導の内容を文書以外の方法で提供する場合、利用者やその家族の同意が必要

である。利用者やその家族によっては、退院共同指導の内容の提供を受ける手段として電磁

的方法ではなく文書による提供を希望する場合も考えられるため、希望に基づき対応するこ

と。【介護報酬改定に関する Q&A（Vol.1）問 49 参考】 

・ 退院時共同指導の内容を電子メールで送信した場合には電子メールで送信した後に利用者

またはその家族が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて訪問看護記録

書に記録しておく必要がある。【介護報酬改定に関する Q&A（Vol.1）問 50 参考】 
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(7) 随時対応サービスの集約化できる範囲の見直し  
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(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬の見直し  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護（Ⅲ）については、指定定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所の定期巡回・随時対応型訪問介護看護従業者が、利用者に対し、指定定期巡回・随

時対応型訪問介護看護（夜間にのみ行うものに限る。）を行った場合に、次に掲げる区分に応

じて、それぞれ所定単位数を算定する。 

(1) 基本夜間訪問サービス費 

  利用者に対して、オペレーターに通報できる端末機器を配布し、利用者からの通報を受け

ることができる体制を整備している場合 

(2) 定期巡回サービス費 

  利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等が、定期

巡回サービスを行った場合 

(3) 随時訪問サービス費（Ⅰ） 

  利用者に対して、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等が、随時

訪問サービスを行った場合 

(4) 随時訪問サービス費（Ⅱ） 

  次のいずれかに該当する場合において、1 人の利用者に対して２人の指定定期巡回・随時

対応型訪問介護看護事業所の訪問介護員等により随時訪問サービスを行うことについて利用

者又はその家族等の同意を得て、随時訪問サービスを行った場合 

（一）利用者の身体的理由により 1人の訪問介護員等による介護が困難と認められる場合 

（二）暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 

（三）長期間にわたり定期巡回サービス又は随時訪問サービスを提供していない利用者から

の通報を受けて、随時訪問サービスを行う場合 

（四）その他利用者の状況等から判断して、（一）から（三）までのいずれかに準ずると認

められる場合 

【留意事項通知抜粋】 


